
桑名市教育委員会事務局内部組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月23日 

桑名市教育委員会教育長 加 藤 眞 毅 

桑名市教育委員会規則第１号 

桑名市教育委員会事務局内部組織規則の一部を改正する規則 

桑名市教育委員会事務局内部組織規則（平成16年桑名市教育委員会規則第８号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１新たな学校づくり課の項を次のように改める。 

学校再編推進課 学校再編推進係 

別表第２教育総務課の項事務分掌の欄第11号中「計画」の次に「及び廃止」を加え、同欄中第15号

を第17号とし、第12号から第14号までを２号ずつ繰り下げ、第11号の次に次の２号を加える。 

12 学校その他教育施設の建築工事の設計及び監督に関すること。 

13 学校その他教育施設の維持修繕に関すること。 

別表第２新たな学校づくり課の項を次のように改める。 

学校再編推進課 １ 幼稚園・学校の設置、変更及び廃止並びに適正配置に関すること。 

２ 小中一貫校の建設に関すること。 

３ 小中一貫校の学校運営に係る調整に関すること。 

４ 子ども・子育て支援事業計画に基づく事務に係る調整に関すること。 

５ その他教育環境の整備に関すること。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

  


